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報告第２号 

   専決処分の報告について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議

会において指定されている事項について、別紙のとおり専決処分したので、同

条第２項の規定により報告する。 

  令和８年５月２８日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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専決第４号 

専 決 処 分 書 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議

会の議決により指定された損害賠償について、次のとおり専決処分する。 

損害賠償の額を定めることについて 

 戸田市立笹目東保育園の事故に係る損害賠償の額を次のとおり定めるものと

する。 

１ 損害賠償の額      １６,５００円 

２ 損害賠償の相手方 

   住 所    （略） 

   氏 名    （略） 

３ 概要 

令和８年１月２２日（木）午前１１時２０分頃、戸田市立笹目東保育園に

おいて、職員が園児の昼寝用の布団を敷く作業中に、敷き終えた布団の上に

被害園児が座っていた隣で別の園児２人が遊んでいたところ、一方の園児が

被害園児にぶつかり、被害園児がかけていた治療用眼鏡の左つるが破断した

ものである。 

  令和８年３月３１日 

 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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報告第３号 

   専決処分の承認を求めることについて 

 戸田市税条例の一部を改正する条例（令和８年条例第１１号）について、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙の

とおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求め

る。 

  令和８年５月２８日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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専決第２号 

専 決 処 分 書 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１

項の規定により、専決処分する。 

   戸田市税条例の一部を改正する条例（別紙） 

  令和８年３月３１日 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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戸田市税条例の一部を改正する条例 

戸田市税条例（昭和３５年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

第７条の２中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第９条中「、第６３条の７第１項」を削り、同条第２号及び第３号中「第   

６３条の７第１項の申告書、」を削る。 

第１９条第３項中「以下この項及び次項並びに」を「次項及び」に改め、「。）」

の次に「（同号ロに掲げるものを除く。以下この項において同じ。）」を加える。 

第６３条第１項を次のように改める。 

軽自動車税は、軽自動車等に対し、その所有者に課する。 

第６３条第２項を削り、同条第３項中「種別割」を「軽自動車税」に、「、第

１項」を「、前項」に、「その使用者に」を「当該軽自動車等の使用者に軽自動

車税を」に改め、同項ただし書中「これを課さない」を「この限りでない」に

改め、同項を同条第２項とする。 

第６３条の２第１項を次のように改める。 

軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保して

いる場合には、買主を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。 

第６３条の２第２項中「３輪以上の軽自動車の取得者又は」を削り、同条第

３項及び第４項を削る。 

第６３条の４から第６３条の９までを削る。 

第６４条（見出しを含む。）から第６６条（見出しを含む。）まで及び第６８

条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第６９条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第１項中「種

別割」を「軽自動車税」に、「施行規則第３３号の４の２様式」を「施行規則第

３３号の４様式」に改め、同条第２項及び第３項中「施行規則第３３号の４の

２様式」を「施行規則第３３号の４様式」に改める。 

第７０条の見出し、第７１条（見出しを含む。）並びに第７２条の見出し並び

に同条第１項、第２項、第４項及び第５項中「種別割」を「軽自動車税」に改

める。 

第７３条第２項中「第６３条第３項ただし書」を「第６３条第２項ただし書」

に、「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第７項中「種別割」を「軽自動車

税」に改める。 

附則第５条の３の前の見出し及び同条を削る。 
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附則第５条の３の２に見出しとして「（個人の市民税の住宅借入金等特別税額

控除）」を付し、同条第１項中「居住年が平成１１年から平成１８年まで又は」

を「同法第４１条第１項に規定する居住年が」に、「において、前条第１項の規

定の適用を受けないときは」を「には」に、「附則第５条の４の２第５項」を「附

則第５条の４第５項」に改め、同条第２項中「附則第５条の３の２第１項」を

「附則第５条の３第１項」に改め、同条を附則第５条の３とする。 

附則第６条第１項中「令和９年度」を「令和１２年度」に改め、同条第２項

中「、附則第５条の３の２第１項」を削る。 

附則第８条の２第３項中「附則第１５条第１４項」を「附則第１５条第１３

項」に改め、同条第４項中「附則第１５条第２１項」を「附則第１５条第２０

項」に改め、同条第５項中「附則第１５条第２２項第１号」を「附則第１５条

第２１項第１号」に改め、同条第６項中「附則第１５条第２２項第２号」を「附

則第１５条第２１項第２号」に改め、同条第７項中「附則第１５条第２２項第

３号」を「附則第１５条第２１項第３号」に改め、同条第８項中「附則第１５

条第２３項第１号」を「附則第１５条第２２項第１号」に改め、同条第９項中

「附則第１５条第２３項第２号」を「附則第１５条第２２項第２号」に改め、

同条第１０項中「附則第１５条第２５項第１号イ」を「附則第１５条第２４項

第１号イ」に、「２分の１」を「３分の１」に改め、同条第１１項中「附則第    

１５条第２５項第１号ロ」を「附則第１５条第２４項第１号ロ」に、「３分の２」

を「２分の１」に改め、同条第１２項中「附則第１５条第２５項第１号ハ」を

「附則第１５条第２４項第１号ハ」に、「３分の２」を「２分の１」に改め、同

条第１３項中「附則第１５条第２５項第１号ニ」を「附則第１５条第２４項第

１号ニ」に、「３分の２」を「２分の１」に改め、同条第１４項中「附則第１５

条第２５項第２号」を「附則第１５条第２４項第２号」に、「７分の６」を「５

分の３」に改め、同条第１５項中「附則第１５条第２５項第３号イ」を「附則

第１５条第２４項第３号イ」に、「４分の３」を「３分の２」に改め、同条第   

１６項中「附則第１５条第２５項第３号ロ」を「附則第１５条第２４項第３号

ロ」に、「４分の３」を「３分の２」に改め、同条第１７項中「附則第１５条第

２５項第３号ハ」を「附則第１５条第２４項第４号」に改め、同条第１８項か

ら第２０項までを削り、同条第２１項中「附則第１５条第２８項」を「附則第

１５条第２７項」に改め、同項を同条第１８項とし、同条第２２項中「附則第

１５条第３２項」を「附則第１５条第３１項」に改め、同項を同条第１９項と
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し、同条第２３項中「附則第１５条第３７項」を「附則第１５条第３６項」に

改め、同項を同条第２０項とし、同条第２４項中「附則第１５条第４０項」を

「附則第１５条第３９項」に改め、同項を同条第２１項とし、同条第２５項中

「附則第１５条第４１項」を「附則第１５条第４０項」に改め、同項を同条第

２２項とし、同条中第２６項を第２３項とし、第２７項を第２４項とし、同条

に次の１項を加える。 

２５ 法附則第１５条の１１第１項に規定する市町村の条例で定める割合は、

３分の１とする。 

附則第８条の３第７項中「附則第１２条第１６項」を「附則第１２条第１７

項」に改め、同条第８項中「附則第１２条第１９項」を「附則第１２条第２０

項」に改め、同条第９項第４号中「附則第１２条第２３項」を「附則第１２条

第２４項」に改め、同項第６号中「附則第１２条第２４項」を「附則第１２条

第２５項」に改め、同条第１０項第５号及び第１２項第５号中「附則第１２条

第３１項」を「附則第１２条第３２項」に改め、同条第１５項中「附則第１２

条第１９項」を「附則第１２条第２０項」に改め、同条第１６項中「改修実演

芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に、「高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律施行規則（平成１８年国土交通省令第１１０号）第  

１０条第２項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に

関する法律（平成２４年法律第４９号）第２条第２項に規定する実演芸術の公

演の用に供する施設である」を「施行規則附則第７条の２第１項に規定する補

助に係る補助金確定通知書の写し及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律（平成１８年法律第９１号）第１４条第１項に規定する建築物

移動等円滑化基準（同条第３項の条例で付加した事項を含む。）又は同法第１７

条第３項第１号に規定する同法第２条第２０号に規定する建築物特定施設の構

造及び配置に関する基準に適合する」に改め、同項第３号を次のように改める。 

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令

（平成１８年政令第３７９号）第５条各号に掲げる特別特定建築物（高齢

者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第１４条第３項の条例

で定める同法第２条第１８号に規定する特定建築物を含む。）のいずれに該

当するかの別 

附則第８条の４第１項第１号中「附則第１２条の４第１項第３号」を「附則

第１２条の３第１項第３号」に改め、同条第３項中「特定被災共用土地納税義
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務者（以下この項」を「特定被災共用土地納税義務者（第４号」に改め、同条

の次に次の１条を加える。 

（令和６年能登半島地震に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者

がすべき申告等） 

第８条の５ 法附則第１６条の３第１項（同条第２項において準用する場合を

含む。）の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の１

月３１日（第３８条第６項の規定により同項に規定する仮換地等に係る同条

第１項の所有者とみなされた者が当該仮換地等について法附則第１６条の３

第６項（同条第７項において準用する場合を含む。）の規定により読み替えて

適用される同条第１項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、１月

３１日）までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければな

らない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号

又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称）並びに当

該納税義務者が令附則第１２条の４第１項第３号から第５号まで又は第３

項第３号から第５号までに掲げる者である場合にあっては、同条第１項第

１号若しくは第２号又は第３項第１号若しくは第２号に掲げる者との関係 

(2) 法附則第１６条の３第１項に規定する被災住宅用地の上に令和５年度

に係る賦課期日において存した家屋の所有者及び家屋番号 

(3) 当該年度に係る賦課期日において法附則第１６条の３第１項（同条第２

項において準用する場合及び同条第６項（同条第７項において準用する場

合を含む。）の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定の適

用を受けようとする土地を法第３４９条の３の２第１項に規定する家屋の

敷地の用に供する土地として使用することができない理由 

(4) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項 

２ 法附則第１６条の３第１項（同条第２項において準用する場合を含む。）の

規定の適用を受ける土地に係る令和８年度分及び令和９年度分の固定資産税

については、第５８条の規定は適用しない。 

３ 法附則第１６条の３第４項に規定する特定被災共用土地（以下この項にお

いて「特定被災共用土地」という。）に係る固定資産税額の按分の申出は、同

条第４項に規定する特定被災共用土地納税義務者（第４号において「特定被

災共用土地納税義務者」という。）の代表者が毎年１月３１日までに次に掲げ
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る事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。 

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は

法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

(2) 特定被災共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途 

(3) 特定被災共用土地に係る法附則第１６条の３第３項に規定する被災区

分所有家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途 

(4) 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特定被災

共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合 

(5) 法附則第１６条の３第３項の規定により按分する場合に用いられる割

合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法 

４ 法附則第１６条の３第９項の規定により特定被災共用土地とみなされた特

定仮換地等（以下この項において「特定仮換地等」という。）に係る固定資産

税額の按分の申出については、前項中「特定被災共用土地納税義務者」とあ

るのは「特定仮換地等納税義務者」と、「特定被災共用土地の」とあるのは「特

定仮換地等の」と、「特定被災共用土地に」とあるのは「特定仮換地等に対応

する従前の土地である特定被災共用土地に」とする。 

附則第１３条の４から第１３条の８までを削る。 

附則第１４条の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「法第４４４条

第３項に規定する」を「道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による」に、

「から第４項まで」を「及び第３項」に改め、「の種別割」を削り、同条第２項

中「令和４年４月１日から令和８年３月３１日まで」を「令和７年４月１日か

ら令和１０年３月３１日まで」に改め、「の種別割」を削り、同条第３項中「法

第４４６条第１項第３号」を「同項」に改め、「及び次項」を削り、「令和４年

４月１日」を「令和７年４月１日」に、「当該初回車両番号指定を受けた日の属

する年度の翌年度分」を「令和８年度分」に改め、「の種別割」を削り、同条第

４項を削る。 

附則第１４条の２の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「の種別割」

を削り、「から第４項まで」を「又は第３項」に改め、同条第２項及び第３項中

「の種別割」を削る。 

附則第１４条の３第３項第２号、第１４条の４第３項第２号及び第１５条第

３項第２号中「、附則第５条の３第１項及び附則第５条の３の２第１項」を「及

び附則第５条の３第１項」に改める。 
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附則第１５条の２第１項及び第２項中「令和８年度」を「令和１１年度」に

改める。 

附則第１６条第５項第２号、第１６条の２第２項第２号及び第１６条の３第

２項第２号中「、附則第５条の３第１項及び附則第５条の３の２第１項」を「及

び附則第５条の３第１項」に改める。 

附則第１６条の３の２第２項第２号及び第５項第２号並びに第１６条の３の

３第２項第２号及び第５項第２号中「、第５条の３第１項及び第５条の３の２

第１項」を「及び第５条の３第１項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の戸田市税条例

（以下「新条例」という。）の規定中固定資産税に関する部分は、令和８年度

以後の年度分の固定資産税について適用し、令和７年度分までの固定資産税

については、なお従前の例による。 

２ 令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に新たに取得された地

方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）第１条の規定による

改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「旧法」という。）附則

第１５条第２５項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課す

る固定資産税については、なお従前の例による。 

３ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧法附則第１５条

の１１第１項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改

修実演芸術公演施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例に

よる。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和８年度以後の年度分

の軽自動車税について適用する。 

２ この条例の施行の日前の三輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動

車税の環境性能割については、なお従前の例による。 

３ 令和７年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例

による。 
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（都市計画税に関する経過措置） 

第４条 次項に定めるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、

令和８年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和７年度分までの

都市計画税については、なお従前の例による。 

２ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧法附則第１５条

の１１第１項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改

修実演芸術公演施設に対して課する都市計画税については、なお従前の例に

よる。 

（戸田市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第５条 戸田市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年条例第１６号）の

一部を次のように改正する。 

  附則第６条中「の種別割」を削る。 

（戸田市ＳＤＧｓ共創基金条例の一部改正） 

第６条 戸田市ＳＤＧｓ共創基金条例（令和４年条例第２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第３条第１号中「の種別割」を削る。 
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報告第４号 

   専決処分の承認を求めることについて 

 戸田市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例（令和８年条例第１２号）

について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、

承認を求める。 

  令和８年５月２８日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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専決第３号 

専 決 処 分 書 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１

項の規定により、専決処分する。 

   戸田市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例（別紙） 

  令和８年３月３１日 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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戸田市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例 

 （戸田市国民健康保険税条例の一部改正） 

第１条 戸田市国民健康保険税条例（昭和３８年条例第３８号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条第２項ただし書中「６６万円」を「６７万円」に改め、同条第３項中

「属する」の次に「国民健康保険の」を加え、同条第５項に次のただし書を加

える。 

ただし、加算後の額が３万円を超える場合においては、子ども・子育て支援

納付金課税額は、３万円とする。 

第２１条第１項中「６６万円」を「６７万円」に改め、「オに掲げる額を減額

して得た額」の次に「（当該減額して得た額が３万円を超える場合には、３万円）」

を加え、同項第１号中「その世帯に属する」の次に「国民健康保険の」を加え、

同項第２号中「属する」の次に「国民健康保険の」を加え、「３０５,０００円」

を「３１万円」に改め、同項第３号中「属する」の次に「国民健康保険の」を

加え、「５６万円」を「５７万円」に改め、同条第３項第１号中「第２４条の   

３０の５」を「第２４条の３０の６」に改める。 

 （戸田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 戸田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（令和８年条例第４

号）の一部を次のように改正する。 

  第２条に１項を加える改正規定中「属する被保険者」を「属する国民健康

保険の被保険者」に改める。 

  第８条の次に３条を加える改正規定中「（国民健康保険の被保険者に係る子

ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上被保険者均等割額）」を「（１８

歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上被保険

者均等割額）」に改める。 

  第２１条第１項各号列記以外の部分の改正規定中「同条第５項」を「同条

第５項本文」に改め、同項第１号にオを加える改正規定中、同項第２号にオ

を加える改正規定中及び同項第３号にオを加える改正規定中「国民健康保険

の被保険者」を「１８歳以上被保険者」に改め、同条に１項を加える改正規

定中「第１項、第２項又は前項に規定する金額を減額するものとした場合に

あっては、その減額後の被保険者均等割額。以下この項において同じ。）は、

当該被保険者均等割額から、当該納税義務者の世帯に属する１８歳未満被保

14



険者につき算定した被保険者均等割額」を「当該納税義務者の世帯に属する

１８歳未満被保険者につき算定した被保険者均等割額（前３項に規定する金

額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）

に限る。）は、当該被保険者均等割額から、当該被保険者均等割額」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 第１条及び第２条の規定による改正後の戸田市国民健康保険税条例の規定

は、令和８年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度

分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 
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5
,
7
1
6
,
0
0
0

5
,
9
7
3
,
0
0
0

0
0

0
0

5
,
9
7
3
,
0
0
0

新
曽
中
央
地
区
都
市
整
備
事
業

1
5
2
,
8
7
8
,
0
0
0

1
1
5
,
3
3
4
,
3
9
2

0
2
5
,
5
7
0
,
0
0
0

2
2
,
9
0
0
,
0
0
0

0
6
6
,
8
6
4
,
3
9
2

ウ
ォ
ー
カ
ブ
ル
歩
道
整
備
工
事
設
計
業
務

1
1
,
7
7
4
,
0
0
0

1
1
,
7
7
4
,
0
0
0

0
3
,
9
0
5
,
0
0
0

0
0

7
,
8
6
9
,
0
0
0

北
戸
田
駅
西
口
交
流
広
場
整
備
工
事

1
5
0
,
8
5
6
,
0
0
0

1
5
0
,
8
5
6
,
0
0
0

0
4
3
,
9
2
0
,
0
0
0

6
9
,
8
0
0
,
0
0
0

0
3
7
,
1
3
6
,
0
0
0

９
消
防
費

１
消

防
費

消
防
活
動
施
設
整
備
維
持
管
理
事
業

1
2
,
9
3
6
,
0
0
0

3
,
9
7
4
,
7
0
0

0
0

0
0

3
,
9
7
4
,
7
0
0

１
０
教
育
費

２
小
学
校
費

芦
原
小
学
校
既
存
校
舎
改
修
工
事

1
1
9
,
2
4
0
,
0
0
0

1
1
1
,
7
6
0
,
0
0
0

0
0

7
9
,
3
0
0
,
0
0
0

0
3
2
,
4
6
0
,
0
0
0

５
体

育
費

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
基
本
構
想
策
定
業
務

1
5
,
3
5
6
,
0
0
0

1
5
,
3
5
6
,
0
0
0

0
0

0
0

1
5
,
3
5
6
,
0
0
0

　
　
令
和
８
年
５
月
２
８
日
提
出

戸
田
市
長
　
菅
　
原
　
文
　
仁
　

左
の

財
源

内
訳

既
収

入
特
定
財
源

未
収
入
特
定
財
源

一
般
財
源

款
項

事
　
　
業
　
　
名

金
　
　
額

翌
年
度
繰
越
額

報
告
第
７
号

令
和
７
年
度
戸
田
市
一
般
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書
の
報
告
に
つ
い
て

　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
４
６
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
報
告
す
る
。

令
和
７
年
度
戸
田
市
一
般
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書

（
単
位
：
円
）
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国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

建
築
物
等
補
償
事
業
費

宅
地
整
備
事
業

款
項

事
　
　
業
　
　
名

金
　
　
額

翌
年
度
繰
越
額

報
告
第
８
号

令
和
７
年
度
戸
田
市
新
曽
第
一
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書
の
報
告
に
つ
い
て

　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
４
６
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
報
告
す
る
。

令
和
７
年
度
戸
田
市
新
曽
第
一
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書

（
単
位
：
円
）

2
7
9
,
5
2
8
,
0
0
0
2
6
3
,
9
6
7
,
4
8
6
1
2
9
,
2
6
1
,
0
7
5

5
7
,
0
2
8
,
5
0
0

左
の

財
源

内
訳

既
収

入
特

定
財

源

未
収

入
特

定
財

源
一

般
財

源

　
　
令
和
８
年
５
月
２
８
日
提
出

戸
田
市
長
　
菅
　
原
　
文
　
仁
　

１
事

業
費

5
7
,
6
0
0
,
0
0
0

0
2
0
,
0
7
7
,
9
1
1

3
8
1
,
7
0
3
,
0
0
0
2
7
9
,
4
2
5
,
5
1
5

0
2
1
,
2
2
8
,
0
0
0
1
4
2
,
8
0
0
,
0
0
0

0
1
1
5
,
3
9
7
,
5
1
5

２
事
業
費

19



国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

建
築
物
等
補
償
事
業
費

宅
地
整
備
事
業

　
　
令
和
８
年
５
月
２
８
日
提
出

戸
田
市
長
　
菅
　
原
　
文
　
仁
　

0
0

3
8
,
5
0
0
,
0
0
0

0
4
,
9
1
0
,
0
3
8

２
事
業
費

１
事
業
費

款
項

事
　
　
業
　
　
名

金
　
　
額

翌
年
度
繰
越
額

左
の

財
源

内
訳

既
収

入
特

定
財

源

未
収

入
特

定
財

源
一

般
財

源

1
6
0
,
7
4
1
,
0
0
0

4
3
,
4
1
0
,
0
3
8

4
3
,
0
9
3
,
0
0
0

3
9
,
9
6
7
,
7
1
9

0
8
,
4
0
6
,
0
0
0

1
9
,
9
0
0
,
0
0
0

1
0
,
0
3
7
,
9
3
6

1
,
6
2
3
,
7
8
3

報
告
第
９
号

令
和
７
年
度
戸
田
市
新
曽
第
二
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書
の
報
告
に
つ
い
て

　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
４
６
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
報
告
す
る
。

令
和
７
年
度
戸
田
市
新
曽
第
二
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書

（
単
位
：
円
）

20



報
告
第
１
０
号

　
地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
２
９
２

号
）
第
２
６
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
報
告
す
る
。

　
地
方
公
営
企
業
法
第
２
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

る
建
設
改
良
費
の
繰
越
額

円
円

円
円

円
円

円
円

令
和

７
年

度
配

水
管

布
設

N
o
.
１

工
事

5
,
9
9
1
,
7
0
0

0
4
,
2
6
2
,
0
0
0

0
1
,
2
8
7
,
0
0
0

2
,
9
7
5
,
0
0
0

1
,
7
2
9
,
7
0
0

0
入

札
不

調
に

伴
う

工
期

の
変

更

令
和

７
年

度
配

水
管

布
設

N
o
.
５

工
事

6
,
6
3
3
,
4
0
0

0
6
,
6
3
3
,
4
0
0

0
0

6
,
6
3
3
,
4
0
0

0
0
不

断
水

特
殊

工
法

施
工

業
者

の
確

保
に

時
間

を
要

し
た

こ
と

に
伴

う
工

期
の

変
更

令
和

７
年

度
配

水
管

布
設

N
o
.
６

工
事

5
,
1
1
9
,
4
0
0

0
5
,
1
1
9
,
4
0
0

0
1
,
7
4
0
,
0
0
0

3
,
3
7
9
,
4
0
0

0
0
土

地
区

画
整

理
事

業
の

移
転

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

の
変

更
に

伴
う

工
期

の
変

更

国
道

１
７

号
電

線
共

同
溝

整
備

に
伴

う
配

水
管

布
設

替
え

工
事

8
8
,
9
0
3
,
1
0
0

0
2
9
,
2
4
3
,
5
0
0

0
0

2
9
,
2
4
3
,
5
0
0

5
9
,
6
5
9
,
6
0
0

0
入

札
不

調
に

伴
う

工
期

の
変

更

令
和

７
年

度
配

水
管

更
新

№
４

工
事

5
4
,
8
5
9
,
2
0
0

0
5
4
,
8
5
9
,
2
0
0

7
,
6
0
0
,
0
0
0

0
4
7
,
2
5
9
,
2
0
0

0
0
予

期
せ

ぬ
他

企
業

埋
設

物
に

よ
る

協
議

及
び

ル
ー

ト
変

更
に

伴
う

工
期

の
変

更

令
和

７
年

度
配

水
管

更
新

№
６

工
事

1
0
6
,
4
2
1
,
4
0
0

0
1
0
6
,
4
2
1
,
4
0
0

1
0
,
9
0
0
,
0
0
0

9
4
7
,
7
0
0

9
4
,
5
7
3
,
7
0
0

0
0
入

札
不

調
に

伴
う

工
期

の
変

更

　
　
令
和
８
年
５
月
２
８
日
提
出

戸
田

市
長

　
菅

　
原

　
文

　
仁

　

1
資

本
的

支
　

出
1

建
　

設
改

良
費

令
和
７
年
度
戸
田
市
水
道
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書
の
報
告

に
つ

い
て

令
和
７
年
度
戸
田
市
水
道
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書

款
項

事
　

業
　

名
予

　
算

計
上

額

支
払

義
務

発
 
生

 
額

翌
年

度

繰
越

額

左
の

財
源

内
訳

不
用

額

 
翌

年
度

繰
越

 
額

に
係

る
繰

 
越

を
要

す
る

 
た

な
卸

資
産

 
の

購
入

限
度

 
額

説
　

　
　

明
企

業
債

他
会

計
負

担
金

自
己

資
金
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報
告

第
１

１
号

　
地

方
公

営
企

業
法

（
昭

和
２

７
年

法
律

第
２

９
２

号
）

第
２

６
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
報

告
す

る
。

　
地

方
公

営
企

業
法

第
２

６
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
建

設
改

良
費

の
繰

越
額

円
円

円
円

円
円

円
円

令
和

７
年

度
公

共
下

水
道

汚
水

築
造

（
そ

の
６

）
工

事
8
,
1
4
0
,
0
0
0

0
6
,
1
4
9
,
0
0
0

0
0

6
,
1
4
9
,
0
0
0

1
,
9
9
1
,
0
0
0

0
都

市
計

画
道

路
前

谷
馬

場
線

整
備

事
業

に
お

け
る

補
償

工
事

の
遅

延
に

伴
う

工
期

延
長

令
和

７
年

度
マ

ン
ホ

ー
ル

耐
震

化
工

事
5
1
,
5
4
6
,
0
0
0

0
5
1
,
5
4
6
,
0
0
0

7
,
3
0
0
,
0
0
0

2
2
,
5
6
0
,
0
0
0

2
1
,
6
8
6
,
0
0
0

0
0
耐

震
継

手
設

置
位

置
の

調
査

方
法

変
更

に
伴

う
工

期
延

長

令
和

７
年

度
浸

水
対

策
工

事
1
7
,
7
1
2
,
2
0
0

0
1
7
,
7
1
2
,
2
0
0

0
0

1
7
,
7
1
2
,
2
0
0

0
0
入

札
不

調
に

伴
う

工
期

の
変

更

令
和

７
年

度
公

共
下

水
道

汚
水

改
築

（
そ

の
１

）
工

事
1
5
3
,
0
9
6
,
9
0
0

0
1
4
1
,
6
8
3
,
0
0
0

2
5
,
8
0
0
,
0
0
0

2
5
,
8
8
2
,
0
0
0

9
0
,
0
0
1
,
0
0
0

1
1
,
4
1
3
,
9
0
0

0
事

前
処

理
工

の
増

工
及

び
調

査
後

の
構

造
計

算
等

の
修

正
に

伴
う

工
期

の
変

更

令
和

７
年

度
公

共
下

水
道

汚
水

改
築

（
そ

の
２

）
工

事
9
8
,
7
3
6
,
0
0
0

0
9
8
,
7
3
6
,
0
0
0

1
8
,
0
0
0
,
0
0
0

1
3
,
4
1
7
,
0
0
0

6
7
,
3
1
9
,
0
0
0

0
0
事

前
処

理
工

の
増

工
及

び
沿

道
事

業
所

等
の

調
整

並
び

に
材

料
入

手
難

の
影

響
に

よ
る

工
期

の
変

更

新
曽

ポ
ン

プ
場

建
築

設
備

耐
水

化
工

事
1
9
3
,
2
7
0
,
0
0
0

0
1
9
3
,
2
7
0
,
0
0
0

1
1
1
,
0
0
0
,
0
0
0

8
2
,
1
7
0
,
0
0
0

1
0
0
,
0
0
0

0
0
入

札
不

調
に

伴
う

工
期

の
変

更

　
　

令
和

８
年

５
月

２
８

日
提

出

戸
田

市
長

　
菅

　
原

　
文

　
仁

　

令
和

７
年

度
戸

田
市

下
水

道
事

業
会

計
予

算
繰

越
計

算
書

の
報

告
に

つ
い

て

建
　

設
改

良
費

資
本

的
支

　
出

1
1

令
和

７
年

度
戸

田
市

下
水

道
事

業
会

計
予

算
繰

越
計

算
書

款
項

事
　

業
　

名
予

　
算

計
上

額

支
払

義
務

発
 
生

 
額

翌
年

度

繰
越

額

左
の

財
源

内
訳

不
用

額

 
翌

年
度

繰
越

 
額

に
係

る
繰

 
越

を
要

す
る

 
た

な
卸

資
産

 
の

購
入

限
度

 
額

説
　

　
　

明
企

業
債

国
　

庫
補

助
金

自
己

資
金
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（
単
位
：
円
）

款

施
設
修
繕
に
係
る
部
材
の
納
入
遅

延
が
発
生
し
た
こ
と
で
、
技
術
者

の
作
業
日
程
が
年
度
内
に
設
定
で

き
な
か
っ
た
た
め
。

報
告
第
１
２
号

令
和
７
年
度
戸
田
市
一
般
会
計
事
故
繰
越
し
繰
越
計
算
書
の
報
告
に
つ
い
て

　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
５
０
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
報
告
す
る
。

令
和
７
年
度
戸
田
市
一
般
会
計
事
故
繰
越
し
繰
越
計
算
書

項
支
出
負
担

行
為

額

左
　
の
　
内
　
訳

支
出
負
担

行
為
予
定
額

左
　
の
　
財
　
源
　
内
　
訳

説
　
　
　
　
明

支
出
済
額

支
出
未
済
額

既
収

入
特
定
財
源

　
　
令
和
８
年
５
月
２
８
日
提
出

戸
田
市
長
　
菅
　
原
　
文
　
仁
　

0
1
,0
13
,1
00

社
会
福
祉
費

１
民
生
費

３
1
,0
13
,1
00

翌
年

度
繰

越
額

一
般
財
源

0
東
部
福
祉
セ
ン
タ
ー

管
理
運
営
費

1
,0
13
,1
00

0
0

1
,0
13
,1
00

未
収

入
特
定
財
源

国
県
支
出
金

事
　
業
　
名

23



（
単
位
：
円
）

翌
年

度
繰

越
額

一
般
財
源

39
,9
70
,0
00

宅
地
整
備
事
業

4
4
,
6
8
3
,
6
0
0

0
4
4
,
9
0
0
,
0
0
0

89
,5
83
,6
0
0

未
収

入
特

定
財

源

国
県
支
出
金

事
　
業
　
名

　
　
令
和
８
年
５
月
２
８
日
提
出

戸
田
市
長
　
菅
　
原
　
文
　
仁
　

0
89
,5
83
,6
00

事
業

費
１

事
業

費
２

12
9,
55
3,
60
0

款

支
障
物
の
発
生
等
に
よ
り
工
事
が

遅
延
し
た
た
め
。

報
告
第
１
３
号

令
和
７
年
度
戸
田
市
新
曽
第
一
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
事
故
繰
越
し
繰
越
計
算
書
の
報
告
に
つ
い
て

　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
５
０
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
報
告
す
る
。

令
和
７
年
度
戸
田
市
新
曽
第
一
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
事
故
繰
越
し
繰
越
計
算
書

項
支

出
負

担
行

為
額

左
　
の
　
内
　
訳

支
出

負
担

行
為
予
定
額

左
　
の
　
財
　
源
　
内
　
訳

説
　
　
　
　
明

支
出

済
額

支
出
未
済
額

既
収

入
特

定
財

源

24



議案第３９号 

戸田市税条例の一部を改正する条例 

戸田市税条例（昭和３５年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

第２０条の６第２項中「附則第５条の６第２項」を「附則第５条の６第３項

又は第４項」に改める。 

第２２条の２第１項ただし書中「及び第２２条の３の３第１項」を「並びに

第２２条の３の３第１項及び第２項第４号」に改める。 

第２２条の３の２第１項第２号中「除き、」を「除く。次条第１項第２号に

おいて同じ。）（」に改め、「。次条において同じ」を削り、同条第５項中「次

条第４項」を「次条第５項」に改める。 

第２２条の３の３第１項を次のように改める。 

次に掲げる者（以下この条において「公的年金等受給者」という。）は、

公的年金等支払者（所得税法第２０３条の６第１項に規定する申告書の提出

の際に経由すべき同項に規定する公的年金等（以下この項において「公的年

金等」という。）の支払者をいう。以下この条において同じ。）から毎年最

初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところに

より、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を

経由して、市長に提出しなければならない。 

(1) 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項に規定する申告書を

提出しなければならない者 

(2) 法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用

を受けるものを除く。）の支払を受ける第１１条第１項第１号に掲げる者

であって、特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金額が９００万円

以下であるものに限る。）の自己と生計を一にする配偶者（合計所得金額

が９５万円以下であるものに限る。）をいう。次号及び次項第３号におい

て同じ。）（退職手当等（第３７条の２に規定する退職手当等に限る。以

下この号において同じ。）に係る所得を有する者に限る。）又は扶養親族

（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退職手当等に係る所

得を有する者に限る。）若しくは特定親族（退職手当等に係る所得を有す

る者であって、合計所得金額が８５万円以下であるものに限る。）を有す

る者 

(3) 法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用
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を受けるものに限る。）の支払を受ける第１１条第１項第１号に掲げる者

（当該年中に支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公

的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において令第４８条の９の７

の３に定める金額に満たない者を除く。）であって、障害者、寡婦若しく

はひとり親に該当する者又は特定配偶者若しくは扶養親族（年齢１６歳未

満の者又は控除対象扶養親族に限る。）若しくは特定親族（合計所得金額

が８５万円以下であるものに限る。）を有する者 

第２２条の３の３第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を同条第６

項とし、同条第４項中「第４８条の９の７の３」を「第４８条の９の８」に改

め、同項を同条第５項とし、同条第３項を同条第４項とし、同条第２項中「前

項」を「第１項」に、「法第３１７条の３の３第１項の規定による申告書に」

を「同条第１項の規定による申告書に」に、「法第３１７条の３の３第１項の

規定による申告書を提出する」を「同条第１項の規定による申告書を提出する」

に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 公的年金等支払者の名称 

(2) 公的年金等受給者が、法第３１４条の２第１項第６号に規定する特別障

害者又はその他の障害者に該当する場合にはその旨及びその該当する事実

並びに寡婦又はひとり親に該当する場合にはその旨 

(3) 特定配偶者の氏名 

(4) 扶養親族又は特定親族の氏名 

(5) その他施行規則で定める事項 

第４７条中「が土地」の次に「又は家屋」を加え、「、家屋にあっては          

２００,０００円」を削り、「１,５００,０００円」を「１,８００,０００円」

に改める。 

附則第４条中「から令和９年度まで」を「以後」に改める。 

附則第５条の３第１項中「令和２０年度」を「令和２５年度」に、「令和７

年」を「令和１２年」に改める。 

附則第５条の４中「又は附則第１６条の３第１項」を「、附則第１６条の２

の３第１項又は附則第１６条の３第１項」に、「附則第５条の６第２項」を「附

則第５条の６第３項又は第４項」に改める。 

附則第７条の２中「附則第７条の２第４項」の次に「（法附則第７条の３第
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３項又は第４項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）」を加える。 

附則第１５条の２第２項中「附則第３４条の２第５項」を「附則第３４条の

２第６項」に、「附則第３４条の２第１０項」を「附則第３４条の２第１２項」

に改め、同条に次の１項を加える。 

４ 第１項（第２項において準用する場合を含む。）の場合において、所得割

の納税義務者が、租税特別措置法第３１条の２第２項第１３号から第１５号

までに掲げる土地等の譲渡に該当するものをしたときにおけるその譲渡をし

た土地等がその譲渡をした時において地すべり等防止法（昭和３３年法律第

３０号）第３条第１項の地すべり防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防

止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１項の急傾斜地崩壊危

険区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

（平成１２年法律第５７号）第９条第１項の土砂災害特別警戒区域又は特定

都市河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７７号）第５６条第１項の浸水

被害防止区域内にあるときは、当該土地等の譲渡は、第１項又は第２項に規

定する優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡

に該当しないものとみなす。 

附則第１６条の２の２の次に次の１条を加える。 

（特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例） 

第１６条の２の３ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法

第３８条の２第１項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合

には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第１９条第１項及び

第２項並びに第２０条の３の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中

の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として令附則第  

１８条の６の４で定めるところにより計算した金額（以下この項において「特

定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」という。）に対し、特定暗号資産に係

る課税譲渡所得等の金額（特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額（次項第１

号の規定により読み替えて適用される第２０条の３の規定の適用がある場合

には、その適用後の金額）をいう。）の１００分の３に相当する金額に相当

する市民税の所得割を課する。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(1) 第２０条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるの

は、「総所得金額、附則第１６条の２の３第１項に規定する特定暗号資産
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に係る譲渡所得等の金額」とする。 

(2) 第２０条の５から第２０条の７まで、第２０条の８第１項、附則第５条

第１項及び附則第５条の３第１項の規定の適用については、第２０条の５

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１６条の２の３第１

項の規定による市民税の所得割の額」と、第２０条の６第１項前段、第    

２０条の７、第２０条の８第１項、附則第５条第１項及び附則第５条の３

第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第１６条の２

の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第２０条の６第１項後

段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１６条の２の３第

１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。 

(3) 第２１条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とある

のは「若しくは山林所得金額又は附則第１６条の２の３第１項に規定する

特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」と

あるのは「、山林所得金額若しくは附則第１６条の２の３第１項に規定す

る特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とする。 

(4) 附則第３条の３の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金額」

とあるのは「山林所得金額並びに附則第１６条の２の３第１項に規定する

特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、同条第２項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第１６条の２の３第１項の規定による

市民税の所得割の額」とする。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和９年１月１日（以下「施行日」という。）から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第４７条の改正規定及び附則第３条の規定 令和９年４月１日 

(2) 第２０条の６第２項の改正規定並びに附則第５条の４の改正規定（「附

則第５条の６第２項」を「附則第５条の６第３項又は第４項」に改める部

分に限る。）、附則第７条の２及び附則第１５条の２の改正規定並びに次

条第４項の規定 令和１０年１月１日 

(3) 附則第５条の４の改正規定（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則

第１６条の２の２の次に１条を加える改正規定並びに次条第３項及び第５

項の規定 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法
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律（令和８年法律第  号）の施行の日の属する年の翌々年の１月１日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の戸田市税条例（以下「新条例」という。）第

２２条の３の３第１項及び第２項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき

公的年金等について提出する新条例第２２条の３の３第１項の規定による申

告書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等について提出し

たこの条例による改正前の戸田市税条例第２２条の３の３第１項の規定によ

る申告書については、なお従前の例による。 

２ 前条本文の規定による改正後の戸田市税条例附則第５条の３第１項及び第

２項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が令和８年１月１日以後に所得

税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第１２号。以下この項において

「所得税法等改正法」という。）第７条の規定による改正後の租税特別措置

法（昭和３２年法律第２６号）第４１条第１項に規定する居住用家屋（同条

第１６項の規定により同条第１項に規定する居住用家屋とみなされる同条第

１６項に規定する特例居住用家屋を含む。）若しくは既存住宅（同条第１７

項の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第１７項に

規定する特例既存住宅及び同条第３５項の規定により同条第１項に規定する

既存住宅とみなされる同条第３５項に規定する要耐震改修住宅を含む。）若

しくは増改築等をした家屋（同条第１７項の規定により同条第１項に規定す

る増改築等をした家屋とみなされる同条第１７項に規定する特例増改築等を

した家屋を含み、当該増改築等又は当該特例増改築等に係る部分に限る。）

又は同条第６項に規定する認定住宅等（同条第１８項の規定により同条第６

項に規定する認定住宅等とみなされる同条第１８項に規定する特例認定住宅

等を含む。）を同条第１項の定めるところによりその者の居住の用に供する

場合について適用し、市民税の所得割の納税義務者が同日前に所得税法等改

正法第７条の規定による改正前の租税特別措置法第４１条第１項に規定する

居住用家屋（同条第２０項の規定により同条第１項に規定する居住用家屋と

みなされる同条第２０項に規定する特例居住用家屋を含む。）若しくは既存

住宅（同条第３５項の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされ

る同条第３５項に規定する要耐震改修住宅を含む。）若しくは増改築等をし

た家屋（当該増改築等に係る部分に限る。）又は同条第１０項に規定する認

定住宅等（同条第２１項の規定により同条第１０項に規定する認定住宅等と
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みなされる同条第２１項に規定する特例認定住宅等を含む。）を同条第１項

の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前

の例による。 

３ 前条第３号に掲げる規定による改正後の戸田市税条例附則第５条の４の規

定は、同号に掲げる規定の施行の日（以下この項及び第５項において「３号

施行日」という。）の属する年度の翌年度以後の年度分の個人の市民税につ

いて適用し、３号施行日の属する年度分までの個人の市民税については、な

お従前の例による。 

４ 新条例附則第１５条の２第４項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が

前条第２号に掲げる規定の施行の日以後に行う新条例附則第１５条の２第１

項の土地等の譲渡について適用する。 

５ 新条例附則第１６条の２の３の規定は、３号施行日の属する年度の翌年度

以後の年度分の個人の市民税について適用する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 新条例第４７条の規定は、令和９年度以後の年度分の固定資産税につ

いて適用し、令和８年度分までの固定資産税については、なお従前の例によ

る。 

令和８年５月２８日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第４０号 

戸田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例及び戸田市監査委

員条例の一部を改正する条例 

（戸田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第１条 戸田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（昭和４１年条

例第４６号）の一部を次のように改正する。 

第６条中「第２４３条の２の８第８項」を「第２４３条の２の９第８項」

に改める。 

（戸田市監査委員条例の一部改正） 

第２条 戸田市監査委員条例（昭和５１年条例第２５号）の一部を次のように

改正する。 

第６条中「第２４３条の２の８第３項」を「第２４３条の２の９第３項」

に改める。 

附 則 

この条例は、令和８年９月２４日から施行する。 

令和８年５月２８日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第４１号 

   新曽第一地区北戸田駅西口駅前交通広場整備工事請負変更契約について 

新曽第一地区北戸田駅西口駅前交通広場整備工事請負変更契約をするについ

て、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和   

３９年条例第９号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

記 

１ 工 事 名  新曽第一地区北戸田駅西口駅前交通広場整備工事 

２ 場  所  戸田市大字下笹目字谷口１１５番１４外 

３ 工事内容  新曽第一地区北戸田駅西口駅前交通広場の整備に伴う工事 

４ 金  額  変更前 金３５４,８６７,７００円 

        変更後 金３６４,２２９,７００円 

        (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金３３,１１１,７９０円) 

５ 工  期  令和６年１１月１２日から 

令和８年９月３０日まで 

６ 契 約 者  戸田市美女木五丁目４番地の２ 

株式会社市ヶ谷組 

代表取締役 市ヶ谷 昌 彦 

令和８年５月２８日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  

32



議案第４２号 

   財産の取得について 

救助工作車として、下記のとおり財産を取得するものとする。よって、議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例

第９号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

記 

１ 取得財産名  救助工作車 

２ 納 入 場 所  戸田市消防本部 

３ 仕 様 内 容  救助工作車  １台 

         艤
ぎ

装一式 

         取付品一式 

         附属品一式 

４ 金 額  金２３０,９７８,０００円 

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 20,998,000円) 

５ 納 入 期 限  令和１０年３月３１日 

６ 契  約  者   東京都港区芝五丁目３６番７号三田ベルジュビル１９階 

         株式会社モリタ 東京支店 

         支店長 岡 本 直 彦 

令和８年５月２８日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第４２号参考 

救助工作車概要 

１ 仕様 

(1) 車両 

① ダブルキャブ型低床式５.５ｔ級増トン 

② １２,０００ｋｇ未満 （大型免許区分） 

③ フルパワーＰＴＯ及びサイドＰＴＯ 

④ 四輪駆動 

(2) 艤装及び取付品等 

① 赤色警光灯等緊急走行仕様 

②  資機材収納庫等救助活動仕様 

③  重量物排除用器具、切断用器具、破壊用器具等 

④ クレーン装置、ウインチ装置、大型照明装置 

⑤  その他艤装及び取付品等一式 
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入   札   結    果 

（消費税及び地方消費税の額含まず。単位円） 

業 者 名 金 額 摘 要 

（株）モ リ タ  東 京 支 店 ２０９,９８０,０００ 落 札 

南関東日野自動車（株） 大 宮 支 店 ２１０,５００,０００  

帝 商（株） 埼玉営業所 ２１０,６００,０００  

 

（消費税及び地方消費税の額含まず。単位円） 

設 計 額 ２１０,８１２,３８０ 

予 定 価 格 ２１０,８１２,３８０ 
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議案第４３号 

   財産の取得について 

消防ポンプ自動車として、下記のとおり財産を取得するものとする。よって、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年

条例第９号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

記 

１ 取得財産名  消防ポンプ自動車 

２ 納 入 場 所  戸田市消防本部 

３ 仕 様 内 容  消防ポンプ自動車  １台 

         艤
ぎ

装一式 

         取付品一式 

         附属品一式 

４ 金 額  金２３,８７０,０００円 

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 2,170,000円) 

５ 納 入 期 限  令和９年３月３１日 

６ 契  約  者   埼玉県さいたま市南区辻四丁目１８番１０号 

         埼玉消防機械株式会社 中央支店 

         支店長  髙 橋  怜 

令和８年５月２８日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第４３号参考 

消防ポンプ自動車概要 

１ 仕様 

(1) 車両 

 ① トヨタ ダイナ １.０ｔ級 

 ② ３.５ｔ未満（普通免許対応） 

 ③ オートマチックトランスミッション 

④ 二輪駆動 

(2) 艤装及び取付品等 

 ① 赤色警光灯等緊急走行仕様 

 ② 照明装置 

 ③ ホースカー 

④ その他艤装装備一式
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入   札   結   果 

（消費税及び地方消費税の額含まず。単位円） 

業 者 名 金 額 摘 要 

埼 玉 消 防 機 械 ( 株 ）  中 央 支 店 ２１,７００,０００ 落 札 

 

（消費税及び地方消費税の額含まず。単位円） 

設 計 額 ２１,８６８,６００ 

予 定 価 格 ２１,８６８,６００ 
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